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「ＮＨＫとメディアを考える会(兵庫)」世話人 

勇気ある財務省 OB の連名アピールに驚き 

ＮＨＫ、マスコミはなぜ報道しない  

「森友・加計問題の幕引きを許さない市民の会」

の代表・醍醐聰さんから、財務省ＯＢ有志による

アピール文が紹介されました。今までどこでも耳

にすることはなかったので驚いた。発表は今年の

７月１９日、１８名の連名で財務省内の財政(記者)

クラブ、大阪府(記者)クラブ経由で、加盟各社に配

布されているはずとのこと。 

アピール文は実名で財務局の所属局名、肩書、

労組役員経験まで公表されています。 

近畿財務局７人ほか、関東、東北、東海、福岡、

九州の財務局の「もと国有財産管理官」経験者の

方ばかりです。NHK も新聞もこの勇気あるアピー

ルをなぜ、報道しないのか。近畿財務局のＯＢの

方々は「報道ステーション」や東京テレビに顔を

出して発言されていました。私たちもこの方たち

と連帯して「モリ・カケ問題の幕引きは許さない」

声をあげ続けなければならないと思います。 

３ページにわたるアピール文の一部を紹介しま

す。全文を読みたい方はお送りしますので会まで

ご連絡ください。 

 

 

 

アピール 

「森友疑惑、公文書改ざん糾弾！国民本位の財務局職場の確立を！」 

「森友学園問題」は、ついに財務省が前代未聞

の「公文書改ざん」を行い、その業務に携わる職

員の自死事故まで引き起こし、かつてない疑惑

事件となってしまった。 

この事件の本質は、安倍政権の強権政治が国

政を私物化し、行政をゆがめたことにある。 

         （中略） 

問題は、行動を貶める、いかなる圧力も許さな

いという職場環境をつくることです。差別などな

く人間の尊厳が守られ、自由にものが言える民

主的職場が不可欠です。そのためには、公平・公

正な行政の民主化に向けて国民・市民と連帯し

てたたかう労働組合の強化が決定的に重要なの

ではないでしょうか。 

わたしたちは、そんな財務局の職場の確立を

願い、財務局ＯＢでもある市民・国民の立場から財

務局職場の皆さんに連帯して微力を尽くすこと

を表明します。 

７月１９日 

    

    

   ビックリ！ＮＨＫのひどさここまで （神戸市東灘区 Ｙ・Ｋさん） 

東京の空の上は日本じゃないのか？ 

10 月４日のＮＨＫニュースは「羽田空港新飛行

ルートは日米の調整が難航」でした。 

2020 年のオリンピックに向けて羽田空港国際

便の発着便を増やすための新たな飛行ルートに

ついては在日米軍横田基地の管制空域を一時的

に運行することになるので、アメリカ側が「上空

通過も、日本が航空管制を行うことも認めない」、

という内容です。 

後日、ミニコミ誌に投稿しようと探したらなん

と消されていたのです。 

ユーチューブで探したらありました。消される

と予想してアップして下さった方がいたのです。

ＮＨＫがここまで来たのか、ひどすぎます。

会員の投稿 
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投稿 なぜメディアが追いかけないのか「福島３号機の真実」（福島市 根本 仁） 

11 月 21 日の毎日新聞は「福島原発３，４号機制

御室 初公開」と報じました。「事故から７年８ヶ

月を経て初めて報道機関（共同通信）に公開した

のは、１，２号機の制御室に比べて放射線量が高

かったからである」と解説しています。 

 しかし、その理由説明だけでは不十分です。東

京電力も安倍政権も「訳あり」の３号機に報道機

関を近づけたくなかったからです。３号機は他の

号機と異なり、ウランにプルトニウムを混ぜたＭ

ＯＸ燃料を燃やすプルサーマル運転の原子炉です。

プルサーマル原子炉の弱点は事故で燃料が溶ける

際（メルトダウン）の溶融温度が低く、東京電力

福島第一原発事故でも真っ先に核燃料が溶け出し

たものと私は考えています。そして、事故後の廃

炉作業や運転終了後の定期検査などで出る放射能

の汚染度はウラン燃料に比べて極めて高い毒性を

有すると言われています。 

 記事によれば「（他の１，４号機と同じく）３号

機は＜水素爆発した＞」と記述されています。し

かし、「東電テレビ会議公開・会話の書き起し」（毎

日新聞２０１２年８月２２日）に注目すれば、こ

の会話には、３号機の真実が曲げられた政治的思

惑の生々しさが記録されています。 

３号機爆発は核爆発かも 

 事故直後にも海外の科学者たち（たとえばアメ

リカのアンダーセン博士）は「３号機の爆発は水

素爆発ではなく、核爆発かそれに近い爆発であっ

たろう」と分析しています。ネットの「３号機爆

発」の動画をみると、さらに映像は鮮明です。爆

発直前に建屋の下部からオレンジ色の閃光が走り、

噴煙は水素爆発の水平に広がるのとは違って、ま

っすぐ上に吹き上がっています。この動画は私が

ＮＨＫ長崎時代に何度も見返した「長崎原爆投下」

の映像と重なります。きのこ雲の色もプルトニウ

ム原爆を使った長崎の噴煙は黒ずんだ色をしてい

ます。 

さらに３号機爆発で吹き上がったのは噴煙だけ

ではありませんでした。真っ黒い塊が多数吹き上

がり、それが落下する姿が捉えられています。こ

の黒い塊は何か？プルトニウムを混ぜたＭＯＸ燃

料だろうと、アンダーセン博士たちは見ています。

だから３号機付近は今でも放射線量が極めて高い

のです。そしてこの危険極まりない「瓦礫」を撤

去したのは誰か？危険防止のために遠隔装置で撤

去できる状況ではなく、同時にいち早く証拠を隠

す必要から、撤去は人海戦術に頼るしかなかった、

と思われます。確認はとれてませんが、中には外

国人労働者もいたかもしれません。そうした人た

ちは今も命はあるのだろうかと危惧します。 

東京電力も安倍政権も、折角「３号機は水素爆

発」ということになっているのを、いまさら色々

と書き立てられたくはない、はずです。 

同時にこうした３号機をめぐる一連の事実関係

を、メディアは追いかけようとはしません。今は

なおさら、２０２０年の東京オリンピック開催に

向けた「福島の復興」を前面に押し立て、「暗い話

はナシだよねー」という空気が充満しています。

どうしてもニュースにしなければならないときは

「福島県内向けのニュース」に押しとどめ、東北

管内や全国放送では流さない、という手法をとっ

ています。 

廃炉作業はトラブルの連続 

 福島は県内にある第一原発６基と第二原発４基

の計１０基の原子炉の廃炉作業が本格化し始めま

した。しかし、トラブルの連続です。特に３号機

の廃炉作業のトラブルはひどいものです。廃炉作

業は最低でも４０年はかかる（数百年かかるか、

不可能かもしれません）と言われています。その

時、３号機の特殊性を充分認識し、他の号機とは

厳重に区別して廃炉作業を見つめていかなくては

ならない、と私は考えています。今はそのことを

各方面に訴えているところです。 

 

 
大型クレーンで３号機原子炉建屋億上部に設置される

燃料取扱機（11 月 12 日午前）福島民報 
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活動日誌活動日誌活動日誌活動日誌（（（（2018年年年年 7月～月～月～月～12月）月）月）月） 

7/4~6 ニュース 44 号発送作業 

7/９   奈良ＮＨＫ裁判傍聴と学習会 

7/28 第第第第 45回メデァを考えるつどい回メデァを考えるつどい回メデァを考えるつどい回メデァを考えるつどい 

「スノーデンの告発」「スノーデンの告発」「スノーデンの告発」「スノーデンの告発」小笠原みどりさん講演会小笠原みどりさん講演会小笠原みどりさん講演会小笠原みどりさん講演会 

 （兵庫県私学会館大ホール）160 人参加 

8/11~25 ニュース 45 号作成 

8/30 事務所引越し 

9/1~2 ニュース発送作業 

10/1  奈良ＮＨＫ裁判傍聴と学習会 

10/9~ 【麻生財務大臣の辞任をもとめる署名運動】 

 第 1 次開始 

10/20  10・20 市民デモ 

10/28 メディアを考える大阪連絡会講演会 

(講師:岩崎貞明さん) 

11/７ 【麻生財務大臣の辞任をもとめる署名】 

 第 1 次締切 

11/18 第第第第 46回メディアを考えるつどい回メディアを考えるつどい回メディアを考えるつどい回メディアを考えるつどい 

「韓国ドキュメンタリー映画『共犯者たち』」「韓国ドキュメンタリー映画『共犯者たち』」「韓国ドキュメンタリー映画『共犯者たち』」「韓国ドキュメンタリー映画『共犯者たち』」 

（あすてっぷＫＯＢＥ） 160 人参加 

11/20 沖縄連帯集会参加  

 【麻生財務大臣の辞任を求める署名】活動 

11/24 前川喜平さん講演会参加  

 【麻生財務大臣の辞任をもとめる署名】活動 

11/27  ニュース 46 号の打合せ、ビラ作成 

 「国民投票と改憲ＣＭ」 

11/27~12/10 ニュース 46 号作成 

11/28 【麻生財務大臣辞任をもとめる署名】 

 第 2 次締切 

11/29 奈良ＮＨＫ裁判傍聴と学習会 

12/15  ニュース 46 号発送作業 

＜世話人会議＞ 

7 月 18 日、8 月 7 日、9 月 11 日、10 月 3 日、10 月

30 日、11 月 5 日、12 月 5 日 

 

無責任きわまりない麻生財務大臣の 

留任に抗議し即刻辞任を求める署名運動（10 月 7 日～11 月 28 日） 

 
近畿財務局 OB もスピーチ 

■集約結果は次の通りです■ 11 月 30 日 

 第一次 第二次 累 計 

署名簿による署名 9,228 筆 2,386 筆 11,614 筆 

ネットによる署名 1,471 筆 154 筆 1,625 筆 

合 計 10,699 筆 2,540 筆 13,239 筆 

■お礼■私たち「市民の会」はこれからもモリカケ問題の真相究明と本丸の責任

者を追及する運動をしぶとく続けますので、引き続き、ご支援をよろしく

お願いいたします。  「森友・加計問題の幕引きを許さない市民の会」 

 

 
7・18 スノーデンの告発・日本の諜報 

小笠原みどりさん講演会 

 
「麻生辞任要求」署名 

第 1 次分 
財務省へ提出(11/19) 

 
「麻生辞任要求」署名 

第 2 次分 
財務省へ提出(11/30) 

 
11・18 映画「共犯者たち」 

 

 
麻生やめろ！改憲案を国会に出すな 

10・20 神戸デモ（神戸花時計前） 

 

 
10・20 神戸デモ 

神戸花時計前～三宮商店街 

 
 

11･11 財務省前アピール行動・デモ出発 
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NHK 問題を考える奈良の会 
〒630-8213 奈良市登大路町５  

ホームページのご紹介       修徳ビル 2F 奈良合同法律事務所気付け 

TEL：0742-26-2457 FAX：0742-26-3010 

 
NHK 問題を考える奈良の会発足の趣旨と加入の呼びかけ 2014 年 12 月 1 日 

安倍政権は、政権と深く結びついた会長を経営トップに据え、政権に近い人脈で固めた経営委員会をも

利用して公共放送 NHK を、政府広報宣伝の為の放送局に変えようとしています。放送法第３条「放送番組

は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることはない」が侵

されつつあり、この NHK の危機は日本の民主主義の危機につながることになるのではないでしょうか。 

このような動きに対して、「NHK を監視・激励する視聴者コミュニテイ」、などのいくつかの団体を中心

に籾井会長の罷免・辞任要求の運動などが取り組まれています。しかしながら、NHK に対する市民運動は、

脱原発、九条の会などの全国的な広がりを持つ市民運動に比べれば、まだまだ規模が小さいと言わざるを

得ません。NHK の自主・自立を守り発展させていく運動を一層広げていくために、「NHK 問題を考える奈

良の会」を発足させました。多くの視聴者、市民の皆様の賛同・ご加入を訴えます。 

 

ＮＨＫ受信料未払い裁判（奈良地裁）ＮＨＫ受信料未払い裁判（奈良地裁）ＮＨＫ受信料未払い裁判（奈良地裁）ＮＨＫ受信料未払い裁判（奈良地裁）    

受信料と放送法（第 4 条）を真正面から取り扱う全国で始めての裁判 

＜経緯と概要＞ 

２０１５年１０月２２日、NHK は、NHK の報道姿勢に異議を持ち、受信料 34 か月を凍結していた奈良

市の宮内さんに奈良簡裁に申し立て督促状を送付。これに対し、宮内さんは「NHK の放送法遵守義務」

違反を問うべく、６名の弁護団を結成。奈良地裁での審理を要請し、奈良地裁への移送が認められて本裁

判となった。（移送決定書・2015/12/11） 

放送法遵守義務確認集団訴訟一覧 
• 第 10回口頭弁論（併合）  2018.10.01 放送法遵守義務確認集団訴訟 

• 第９回口頭弁論 (併合 宮内、溝川、北野、高桑） 2018.07.09 放送法遵守義務確認集団訴訟 

• 第８回口頭弁論（宮内・溝川）  2018.05.07 放送法遵守義務確認集団訴訟 

• 第７回口頭弁論（宮内、溝川）  2018.02.26 放送法遵守義務確認集団訴訟 

• 第６回口頭弁論（宮内、溝川）  2017.12.04 放送法遵守義務確認集団訴訟 

• 第５回口頭弁論（宮内、溝川）  2017.09.04 放送法遵守義務確認集団訴訟 

• 第４回口頭弁論（宮内、溝川）（併合 宮内、溝川） 2017.06.19 放送法遵守義務確認集団訴訟 

• 第１回口頭弁論（溝川）  2017.03.23 放送法遵守義務確認集団訴訟 

• 第３回口頭弁論（宮内）  2017.03.23 放送法遵守義務確認集団訴訟 

• 第２回口頭弁論（宮内）  2017.01.24 放送法遵守義務確認集団訴訟 

• 宮内訴訟（訴えの変更申立）  2017.01.10 放送法遵守義務確認集団訴訟 

• 溝川集団提訴  2016.12.27 放送法遵守義務確認集団訴訟 

• 第１回口頭弁論（宮内）  2016.10.27 放送法遵守義務確認集団訴訟 

• 宮内ＮＨＫを逆提訴  2016.07.21 放送法遵守義務確認集団訴訟 

• 第１回口頭弁論  2016.03.07 受信料未払問題 
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事務所移転カンパへ厚くお礼申し上げます 
９月から神戸ハーバーランドにある「神戸情報文化ビル３Ｆ」（神戸新聞社ビ

ル内）の一室に引っ越しました。 

移転に際しましては、４００人を超える多くの方からカンパをいただきまし

た。心より感謝いたします。おかげさまで安心して活動を続けることができます。 

新事務所は交通の便もよく、近くには兵庫県のボランティア活動を援助するセ

ンターもあり、会議や資料印刷などで便宜がはかられ助かっています。 

「文化村」の同室の団体のみなさんから、文化活動に関する情報も入り一回り

広い市民運動の連帯ができることになり大変有難く思っています。 

お近くにお越しの際はお立ち寄りください。 

  

  

「文化村」室内 

 
「兵庫の会」の机 

 

会の名称を変更しました 
１２月から 

「ＮＨＫとメディアを考える会「ＮＨＫとメディアを考える会「ＮＨＫとメディアを考える会「ＮＨＫとメディアを考える会((((兵庫兵庫兵庫兵庫))))」」」」に 

世話人会で協議の上、これまでの「ＮＨＫ問題

を考える会(兵庫)」から「ＮＨＫとメディアを考

える会(兵庫)」に変更しました。政権べったりの

ＮＨＫだけでなく民放や大手新聞にも、ジャーナ

リズムが貫かれた報道をみることは少なくなりま

した。インターネットの世界にもでまかせ情報が

はびこるようになり、私たち市民・視聴者は、メ

ディア全体に監視の目を広げなくてはならないと

いう考えからです。 

今後ともどうぞ、よろしくお願いします。 

 

世話人募集 
世話人になってご意見・お力を貸して頂けません

か。 

メディアに関心のある方ならどなたでもなって頂

けます。会では毎月１回、世話人会を開いて、情報の

交流やメディアを考えるつどいの相談をしています。

現在、世話人の中にはメディアの専門家はいません。

多様な意見で豊かな活動ができるよう、世話人に参加

していただける方を募集しています。市民目線でＮＨ

Ｋやマスコミの報道をチェックし、民主的な言論・報

道の活動を広げたいと考えています。世話人会は月１

回程度 平日の午後、会場はおもに神戸クリスタルタ

ワー、ボランタリープラザなどです。ご連絡をお待ち

しています。 

ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ 

文化村 

案内 

 
小笠原みどりさん 

 

トピックス  

おめでとうございます！ 

小笠原みどりさんから小笠原みどりさんから小笠原みどりさんから小笠原みどりさんから 

博士号取得のメール博士号取得のメール博士号取得のメール博士号取得のメール 

（カナダクイーンズ大学・社会学）（カナダクイーンズ大学・社会学）（カナダクイーンズ大学・社会学）（カナダクイーンズ大学・社会学） 
「日本を出発する前々日に博士論文を

提出し、このたび口頭試験に何とか合格

して､社会学の博士号を取得しました。

最終段階は時間とのたたかいが続き今、

やっと一息ついて体が立ち直ったら日

本語で執筆する予定です。皆さんにまた

お会いできることを願っています。 

会のますますのご発展を心からお祈りし

ています。」（10/29 カナダより） 

小笠原みどりさん 

(7 月 28 日、台風 12 号の中、神戸で

「スノーデンの告発―監視社会とネッ 

ト・日本の諜

報」を講演して

いただいたジ

ャーナリスト。

48歳) 

 

 

「うたごえ新聞」2018 年 11 月 26 日「笑いのチカラ」欄 
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あ
と

が
き

 
「
権

力
に
媚

び
る
放

送
か
、
国

民
の
放

送
か
」
を

め
ぐ
る
ド
キ

ュ
メ
ン
タ

リ
ー
 

「
共

犯
者

た
ち

」
を

上
映

し
て

 

 
 

 
 

 
 

テ
レ

ビ
で

は
、

今
年

二
月

四

日
放

送
・

Ｂ
Ｓ

１
ス

ペ
シ

ャ
ル

「
ブ

ラ
ッ

ク
リ

ス
ト

～
韓

国
の

言
論

弾
圧

は
何

を
意

味
す

る

か
」
、
十

一
月

一
九

日
放

送
、
Ｂ

Ｓ
１

０
３

「
ア

ナ
ザ

ー
ス

ト
ー

リ
ー

ズ
・

パ
ク

・
ク

ネ
弾

劾
の

舞
台

裏
」

な
ど

の
ド

キ
ュ

メ
ン

タ
リ

ー
が

あ
り

ま
す

。
 

「
共

犯
者

た
ち

」
は

、
神

戸
元

町
映

画
館

で
近

日
上

映
の

予
定

で
す

。
是

非
、
ご

覧
く

だ
さ

い
。
 

「
Ｎ

Ｈ
Ｋ

と
メ

デ
ィ

ア
を

考
え

る
会

( 兵
庫

) 」
 

事
務

局
 

西
川

 
幸

 

 

 

「
自

主
上

映
は

再
来

年
か

ら
」
と
 

映
画

配
給

会
社

に
「

自
主

上
映

さ
せ

て
」

と
交

渉
し

ま

し
た

が
「

劇
場

公
開

後
の

再

来
年

な
ら

」
と

の
返

事
。

 

「
そ

れ
で

は
視

聴
者

運
動

と
し

て
タ

イ
ミ

ン
グ

が
ズ

レ

る
。

い
ま

上
映

し
て

こ
そ

意

味
が

あ
る

」
と

強
く

申
し

入

れ
、

公
開

前
の

十
一

月
に

限

っ
て

上
映

を
承

諾
し

て
い

た

だ
き

、
全

国
で

唯
一

の
劇

場

公
開

前
の

上
映

と
な

り
ま

し

た
。

 

映
画

に
は

不
向

き
な

会
場

で
し

た
が

、
埼

玉
や

福
岡

か

ら
も
「

是
非

、
見

た
か

っ
た

」

と
参

加
が

あ
り

ま
し

た
。

参

加
者

か
ら

「
す

ば
ら

し
い

ド

キ
ュ

メ
ン

タ
リ

ー
で

し
た

。

『
調

査
報

道
』

が
政

治
を

変
 

 

 

「兵庫の会」のニュースを手にチェ・スンホ監督 
2018 年 6 月 10 日東京・立教大學にて 

「
市

民
と
メ
デ
ィ
ア
の
関

係
」
に
着

目
 

今
年

､
六

月
十

日
、

東
京

・
立

教
大

学
で

行
わ

れ
た
「

上
映

と
日

韓
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
」
に

参
加

し
て

、
チ

ェ
・
ス

ン

ホ
監

督
に

お
会

い
し

、
講

演
を

聞
き

ま

し
た

。
 

「
チ

ェ
・
ス

ン
ホ

さ
ん

は
「

こ
の

映

画
を

作
っ

た
理

由
」
に

つ
い

て
語

ら
れ

ま
し

た
。
「

公
共

放
送

が
政

治
権

力
の

広
報

機
関

に
転

落
し

、
国

民
に

必
要

な

情
報

を
伝

え
な

く
な

っ
て

い
る

と
き

、

今
、
私

た
ち

が
立

ち
あ

が
っ

て
変

え
な

け
れ

ば
、
私

た
ち

の
子

ど
も

た
ち

は
悪

い
メ

デ
ァ

と
人

生
を

過
ご

す
こ

と
に

な
る

だ
ろ

う
、

と
考

え
た

」
と

。
 

安
倍

政
権

に
よ

る
露

骨
な

メ
デ

ィ
ア

へ
の

介
入

が
問

題
に

な
っ

て
い

る
と

き
、
―

韓
国

の
メ

デ
ィ

ア
は

政
治

権
力

に
ど

う
抗

い
、
そ

れ
は

な
ぜ

可
能

だ
っ

た
の

か
―

を
知

る
う

え
で

こ
の

映
画

を
紹

介
す

る
こ

と
は

意
義

が
あ

る
と

考
え

ま
し

た
。

 

 

え
る

ん
だ

と
、
参

考
に

な
り

ま
し

た
」
な

ど
の

感
想

が
寄

せ
ら

れ
ま

し
た

。
 

「「 「「
た
た

か
う

韓
国

メ
デ

ィ

ア
と

の
連

帯
・

第
３

回
」

と
し

て
 

「
Ｎ

Ｈ
Ｋ

問
題

を
考

え

る
会

( 兵
庫

) 」
は

、
こ

れ
ま

で
日

本
と

の
比

較
で

韓
国

メ
デ

ィ
ア

に
つ

い
て

、
深

い

関
心

を
持

っ
て

き
ま

し
た

。
 

二
〇
〇
八

年
、
一
〇
〇
万

人
が

参
加

し
た
狂
牛
病

問

題
の

ろ
う

そ
く

デ
モ

が
起

き
ま

し
た

。
翌

年
三

月
、「

韓

国
と

日
本
・
公

共
放

送
の

ち

が
い

は
？

」
と

題
し

て
黄
盛

彬
（
フ

ァ
ン

・
ソ

ン
ビ

ン
）

立
教

大
学
准

教
授

の
講

演

を
開
催

。
 

二
回
目

は
、
二
〇

一
三

年

十
一

月
、
韓

国
言

論
労
組

・

Ｋ
Ｂ

Ｓ
の
委
員
長

ら
五

人

を
招

い
て
「

韓
国

メ
デ

ィ
ア

の
た

た
か

い
か

ら
学
ぶ

」
講

演
会

と
交
流

を
し

ま
し

た
。

 

 

韓
国
史

上
最

大
の
半

年
に

及
ぶ

ス
ト

ラ
イ

キ
の
経
験

を

聞
き

ま
し

た
。

 

今
回

の
企

画
は

「
韓

国
ジ

ャ
ー

ナ
リ

ス
ト

と
の
連
帯

」

と
海
外

メ
デ

ィ
ア

の
今

を
知

る
と

い
う

こ
と

で
「

メ
デ

ィ

ア
を

考
え

る
つ

ど
い

」
に
ふ

さ
わ

し
い
企

画
だ

っ
た

の
で

は
な

い
か

と
思

っ
て

い
ま

す
。

 

映
画

・
テ

レ
ビ

の
紹

介
 

日
本

で
は

韓
国

の
報

道
が

な
い

の
で

わ
か

り
に

く
い
面

も
あ

り
ま

し
た

が
、

民
主
化

運
動

は
映

画
や

テ
レ

ビ
で
描

か
れ

て
い

ま
す

。
ご

覧
に

な

っ
た
方

も
い

る
と
思

い
ま

す

が
、
ご

参
考

ま
で

に
紹

介
を

。
 

光
州

事
件

は
映

画
『

タ
ク

シ
ー

運
転
手

』
、
『
光
州
５

・

１
８

』『
ペ

パ
ー

ミ
ン

ト
キ

ャ

ン
デ

ー
』
。

 

80年
代

の
民

主
化

運
動

を
描

い
た

映
画
『

１
９
８
７

、

あ
る
闘

い
の
真
実

』
、

 

 



 

16 

 

 

次回「メディアを考えるつどい」ご案内 2019 年 1 月 13 日 

 

国民投票でのＣＭは怖い 
「国民投票法」では、投票日前 14 日までは何

の規制もなく自由にＣＭを流せる。 

テレビ・新聞の広告はお金がかかる。いま、改

憲を唱えている政党は自民党とその補完政党。

しかし、自民党を支えている大企業にはお金が

ある。だが改憲反対をいう共産党や立憲民主党、 

社民党などの政党には、お金がない。この場合、圧

倒的に「改憲賛成」が有利となる。ＣＭは本来感性

に訴えて、人の心に刷り込むように作られる。無意

識に「改憲賛成」の意識が醸成される怖さを無視し

てはならない。 

ぜひ、次回のつどいにお越しください。 

 


